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高
橋
四
一氏

十̂
勝
〉
入
会

労
政
事
務
代
行
協
会
の
書
士
法
違
反
被
疑
者
の
閥
査

結
果
に
つ
い
て
小
麗
警
察
署
長
宛
照
会

国
立
公
園
知
床
半
島

ウ
ト
ロ
附
近
の
景
観

秘
境
と
し
て
近
年
観
光
客
の
脚
光
を
浴
び
て
い
る

知
床
半
島
は
、
本
道
の
東
北
端
に
突
き
出
た
幅
二
五

キ
ロ
、
長
さ
六
五
キ
ロ
の
半
島
で
、
西
側
は
オ
ホ
ー

ツ
ク
の
荒
海
に
面
し
東
側
は
根
室
海
峡
を
へ
だ
て
て

南
千
島
ク
ナ
シ
リ
島
と
相
対
し
て
い
る
。
半
島
の
中

央
部
は
知
床
岳
、
羅
臼
岳
な
ど
の
火
山
が
連
続
し
、

火
山
群
の
ふ
も
と
は
一
気
に
海
に
お
ち
て
三
〇
乃
至

二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
断
が
い
を
つ
く
り
、
荒
波
に
浸

食
さ
れ
て
豪
壮
な
景
観
を
呈
し
て
い
る
。

上
の
写
真
は
半
島
の
西
側
、
斜
里
町
ウ
ト
ロ
附
近

の
絶
景
で
あ
る
。
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･
紹
介

0
如
上
の
次
第
で
前
号
に
五
百
円
カ
ン
パ
に
つ
い
て
の
文
書
を

添
付
し
て
お
願
い
致
し
た
次
第
、
会
員
各
位
の
ご
協
力
を
待

望
し
て
い
る
(既
に
ご
協
力
の
方
は
こ
の
頃
は
参
考
と
せ
ら

れ
た
い
)
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行
政
書
士
法
の
一
部
改
正
成
る

号

実
施
は
本
年
十
月
頃
か

　僞

喜
々
待
望
の
｢行
政
垂
呈
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
｣
は

六
月
二
日
法
律
第
九
三
号
を
も
っ
て
公
布
さ
れ
た
。
永
年
の
運

動
努
力
の
成
果
が
こ
こ
に
み
の
り
ご
同
慶
に
堪
え
な
い
。

(官
報
抜
萃
)

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

(灘
御粧
舟
軌琥
六月
二□
)

報

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

会

行
政
書
士
法
(昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
)

士

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

書

第
一
条
第
!
項
中

｢
関
す
る
書
類
｣
の
下
に

政

｢
(実
地
調
査
に
基
づ
く
図
面
類
を
含
む
と
を
加

行

え
る
。

道

第
二
条
第
二
項
第
五
号
中

｢
八
年
｣
を

｢十

海

二
年
｣
に
、
｢
五
年
｣
を

｢
九
年
｣
に
改
め
る
。

し
しズ

第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
中

｢及
び
正
当

の
業
務
に
附
随
し
て
行
な
う
場
合
｣
を
削
る
。

附

則

(施
行
期
日
)

日

1

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

別

六
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で

箱

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
o

“

(従
前
の
行
政
書
士
に
関
す
る
経
過
規
定
)

1

2

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
行
政
書
士
で

五
号
の
改
正
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法

律
に
よ
る
改
正
後
の
行
政
書
士
法
の
規
定
に

よ
る
行
政
書
士
と
み
な
す
。

〔参
損
〕

(改
正
前
の
行
政
書
士
法
)

第
一
条
第
一
項

行
政
書
士
は
、
他
人
の
依
頼
を
受
け
て
報
酬

を
得
て
、
官
公
署
に
提
出
す
る
書
類
そ
の
他
権
利
義
務
又
は

事
実
証
明
に
関
す
る
書
類
を
作
成
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
。

第
二
条
第
二
項

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
い
ず
れ
の

都
道
府
県
に
お
い
て
も
、行
政
書
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
o

五

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
公
務
員
と
し
て
行
政
事
務
を

担
当
し
た
期
間
が
こ
れ
を
通
算
し
て
八
年
以
上

(次
条
第

一
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
五
年
以
上
)
に
な
る
者

第
十
九
条
第
一項

行
政
書
士
会
に
入
会
し
て
い
る
行
政
書
士

で
な
い
者
は
、
業
と
し
て
第
一
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
な

う
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
他
の
法
律
に
別
段
の
定
が
あ

る
場
合
及
び
正
当
の
業
務
に
附
随
し
て
行
な
う
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

(参
考
)改

正
法
の
解
説

(6
･
勢
官
報
資
料
版
ょ
り
)

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(六
･
二

昭
的
法
第
九
三
号
)

行
政
書
士
の
作
成
す
る
書
類
に
実
地
調
査
に
基
づ
く
図
面
類

を
含
む
も
の
と
し
、
公
務
員
と
し
て
在
職
し
た
こ
と
に
よ
り
行

政
書
士
と
な
り
得
る
者
の
資
格
取
得
期
間
を
引
き
上
げ
、
あ
わ

せ
て
非
行
政
書
士
な
ど
の
取
り
締
ま
り
に
関
す
る
規
定
を
整
備

し
た
も
の
で
あ
る
。

法
改
正
運
動
に
つ
い
て

行
政
書
士
法
は
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
を
も
っ
て
公
布

ぜ
ら
れ
ハ
行
政
書
士
の
品
位
を
保
持
し
そ
の
業
務
の
改
善
准
-

第
一
一
三
号
に
よ
り
一
部
が
改
正
さ
れ
た
。

爾
来
吾
々
行
政
書
士
は
法
の
蓬
旨
を
体
し
会
の
組
織
運
営
の

強
化
、
社
会
秩
序
の
維
持
に
努
め
今
日
に
至
っ
た
。
然
る
に
法

の
盲
点
を
つ
く
他
の
類
似
業
者
各
種
団
体
等
よ
り
業
務
の
侵
害

を
受
け
益
々
業
務
が
衰
微
し
つ
つ
あ
る
に
当
り
書
土
業
務
の
万

全
を
期
す
る
に
は
法
の
改
正
以
外
に
途
な
く
、
よ
っ
て
全
国
七

千
の
会
員
挙
っ
て
法
改
正
運
動
を
起
し
て
各
関
係
穢
関
や
両
院

議
員
等
に
運
動
促
進
の
結
果
今
回
の
第
四
十
六
回
国
会
に
提
案

さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。

四
月
二
十
二
日
改
正
法
案
が
自
民
、
社
会
、
民
社
三
党
の
共

同
提
案
で
衆
院
に
提
出
さ
れ
て
五
月
七
日
無
事
通
過
し
、
五
月

二
十
七
日
参
院
で
可
決
さ
れ
て
六
月
ニ
ロ
法
律
第
九
三
号

｢行

政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
｣
の
公
布
を
見
る
に
至

り
、
公
布
の
日
か
ら
六
ヵ
月
以
内
に
は
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
誠
に
ご
同
慶
に
堪
え
な
い
次
第
で
あ
‐る
。

次
に
国
会
審
議
の
経
過
を
官
報
其
の
他
本
部
の
通
報
等
よ
り

拾
録
し
て
参
考
に
供
す
る
。

四
月
二
二
日

改
正
案
が
三
党

(白
、
社
、
民
)
共
同
で
衆
院

に
提
案
さ
れ
て
委
員
会
附
託
と
な
っ
た
。
提
案
者
は
次
の
十

名
で
あ
る
。

渡
海
元
三
郎
、
森
田
重
次
郎
、
田
川
誠
一
、
中
島
茂
吉
、

永
田
亮
一
、
藤
田
義
光
、
川
村
維
義
、
佐
野
憲
治
、
安
井

古
典
(北
海
道
)、
門
田

亮

四
月
二
十
七
日

衆
院
地
方
行
政
委
員
会
に
於
て
永
田
亮
一先

生
が
提
案
理
由
の
説
明
を
行
な
い
秋
山
徳
雄
、
安
井
吉
典
両

先
生
か
ら
質
問
、
自
治
省
行
政
局
長
か
ら
答
弁
が
あ
っ
た
。

五
月
七
日

衆
院
地
方
行
政
委
員
会
に
於
て
改
正
法
案
を
審
議

可
決
、
同
法
案
は
田
中
副
議
長
よ
り
衆
院
本
会
議
に
緊
急
上

程
さ
れ
て
可
決
し
参
議
院
へ
送
付
さ
れ
た
。

五
月
七
日

参
議
院
は
衆
議
院
提
案
の
改
正
法
案
を
地
方
行
政

委
員
会
へ
附
託
。

五
月
二
十
六
日

改
正
法
案
は
参
院
地
方
行
政
委
員
会
で
審
議
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五
月
"
~+
‐七
日

議
定院
本
△
室
訟
殴
れ於
て
}改
正

▲案
を
可
決
し
、

法
律
の
公
布
を
奏
上
さ
れ
た
。

六
月
二
日

法
律
第
九
三
号

｢行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
｣
が
公
布
さ
れ
た
。

〔参
照
〕

永
田
先
生
が
衆
院
委
員
会
で
行
な
っ
た
改
正
法
案
提
案
理
由

の
説
明

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
私
は
自
由
民
主
党
、
日
本
社
会

党
、
民
主
社
会
党
を
代
表
し
て
そ
の
提
案
理
由
並
に
内
容
の
概

要
を
ご
説
明
申
し
上
げ
流
す
。

ま
ず
こ
の
法
律
案
提
案
の
理
由
は
最
近
行
政
事
務
が
ま
す
ま

す
複
雑
化
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
に
伴
い
、
行
政
書
士
の
資
質

の
向
上
と
業
務
の
適
正
な
執
行
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ

を
利
用
す
る
国
民
の
便
益
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

次
に
そ
の
内
容
は
第
一
に
行
政
書
士
の
業
務
の
範
囲
を
明
確

に
す
る
た
め
行
政
書
士
が
作
成
す
る
書
類
の
中
に
実
施
調
査
に

も
と
ず
く
図
面
類
を
含
む
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
第

二
に
行
政
書
士
の
資
質
の
向
上
を
は
か
る
た
め
国
又
は
地
方
公

共
団
体
の
行
政
事
務
を
担
当
す
る
公
務
員
と
し
て
在
職
し
た
こ

と
に
よ
り
行
政
書
士
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
の
資
格
を
取
得

す
る
期
間
を
現
行
八
年
か
ら
十
二
年
に
、
高
校
卒
業
者
等
に
あ

っ
て
は
現
行
五
年
か
ら
九
年
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
三
に
行
政
書
士
業
務
の
安
定
と
そ
の
適
正
な
執
行
を
確
保

す
る
た
め
非
行
政
書
士
等
の
取
締
り
に
関
す
る
規
定
に
つ
き
所

要
の
整
理
を
行
な
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
提
案
理

由
及
び
そ
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。
何
と
ぞ
慎
重
ご
審
議
の
上
す

み
や
か
に
ご
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

魂臨
行
付翻
然
豆
中
に
対
す

る
饒抗
議
雲

臨
時
行
政
調
査
会
が
客
年
発
表
さ
れ
た
行
政
書
士
の
登
録
廃

止
案
に
は
去
る
一
月
六
日
及
び
同
月
二
十
八
日
の
両
度
に
亘
り

強
硬
な
反
対
意
見
書
を
送
っ
て
本
部
の
善
処
を
要
望
し
た
が
、

今
般
本
部
の
要
請
に
よ
り
四
月
二
十
日
更
に
反
対
理
由
を
敷
復

し
た
意
見
書
を
提
出
し
た
。
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臨
時
行
政
調
査
会
答
申
に
対
す
る

反

対

意

見

書

臨
時
行
政
調
査
会
が
さ
き
に
発
表
さ
れ
た
行
政
書
士
法
を
将

来
廃
止
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
現
行
法
に
よ
る
行
政
書
士
登
録

を
廃
止
す
る
案
に
は
強
く
反
対
の
轡
里
心を
表
明
す
る
。

理
由

一
、
行
政
書
士
は
社
会
大
衆
と
諸
官
庁
の
間
の
か
け
橋
的
存
在

と
し
て
依
頼
者
の
権
利
擁
護
の
奉
仕
者
で
あ
り
、
ま
た
諸
官

庁
の
書
類
作
成
の
協
力
者
で
あ
る
。

二
、
戦
前
は
代
書
人
取
締
規
則
に
基
き
主
と
し
て
所
轄
警
察
署

の
権
限
に
属
す
る
業
務
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
行
政
機
構
の
拡

充
に
よ
り
即
ち
従
来
の
業
務
の
内
衛
生
関
係
は
保
健
所
、
保

安
関
係
は
労
働
基
準
監
督
署
、
交
通
関
係
は
陸
運
局
等
々
そ

れ
ぞ
れ
分
掌
事
務
移
管
に
伴
い
業
務
分
野
が
拡
大
し
高
度
化

し
行
政
書
士
の
必
要
性
は
益
々
高
ま
り
つ
つ
あ
る
現
状
で
あ

る
。

三
、
諸
官
庁
が
書
式
の
簡
素
化
を
図
り
窓
口
に
お
い
て
簡
易
書

類
の
指
導
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
社
会
大
衆
の
た
め
誠
に
結

構
な
こ
と
で
行
政
書
土
会
と
難
も
こ
れ
に
対
し
て
反
対
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
目
づ
と
限
度
が
あ
り

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
並
に
書
式
の
簡
素
化
に
よ
っ
て
行
政
書
士

の
業
務
が
な
く
な
る
も
の
で
も
な
く
特
に
サ
ー
ビ
ス
も
度
を

越
す
と
汚
職
に
つ
な
が
る
危
険
が
あ
る
。

四
、
極
め
て
簡
易
な
書
式
で
も
多
数
の
依
頼
者
が
あ
る
現
在
法

甥
鮒同
に
‐も
ま
た
識
宵髭
双
に
海
野付
"、す
る
蘭
学物
等
凄艶
鱈解
に
し
て
#専
門
“

的
知
識
を
要
す
る
も
の
も
多
く
、
例
え
ば
陸
運
局
関
係
の
自

動
車
、
バ
ス
路
線
、
貨
物
旅
客
等
の
運
輸
業
の
許
可
申
請
、

通
産
局
関
係
の
砿
区
設
定
、
定
置
漁
業
許
可
申
請
、
河
川
堤

防
使
用
申
請
、
農
地
法
に
よ
る
転
用
許
可
申
請
、
工
場
或
は

汽
罐
設
置
許
可
申
請
等
々
専
門
化
さ
れ
た
請
願
手
続
等
は
こ

れ
が
処
理
能
力
を
有
す
る
行
政
書
士
の
措
置
に
僕
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
が
多
い
。

か
か
る
現
況
か
ら
見
て
も
政
府
は
行
政
書
士
の
業
務
内
容

を
充
分
認
識
し
て
、
こ
れ
が
資
質
向
上
の
た
め
指
導
を
強
化

し
行
政
事
務
の
よ
き
協
力
者
と
し
て
こ
れ
を
育
成
す
る
こ
と

こ
そ
時
宜
に
適
し
た
方
策
で
は
あ
る
ま
い
か
。

五
、
登
録
制
度
を
廃
止
し
ひ
い
て
法
の
廃
止
と
な
っ
た
場
合
次

の
よ
う
な
弊
害
が
必
然
的
に
予
想
さ
れ
る
。

ー

窓
口
の
過
剰
サ
ー
ビ
ス
に
起
因
す
る
汚
職
涜
職

(現
に

検
挙
送
検
さ
れ
て
い
る
事
例
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ

る
)

2

不
正
不
備
の
書
類
の
取
扱
に
よ
っ
て
窓
口
事
務
の
複
雑

化
、
こ
れ
に
伴
う
行
政
事
務
の
能
率
の
低
下

3

窓
口
事
務
担
当
者
の
増
加
を
余
儀
な
く
さ
れ
国
費
の
む

だ
を
ま
ね
く
。

4

暴
力
示
談
屋
等
の
ぼ
っ
こ
、
物
知
り
顔
の
悪
徳
者
の
横

行
等
に
よ
り
不
当
料
金
の
請
求
や
暴
行
等
が
行
な
わ
れ
社

会
不
安
が
増
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

六
、
昭
和
三
十
五
年
行
政
書
士
法
の
改
正
に
よ
り
都
道
府
県
毎

に
単
一会
が
強
制
設
立
せ
ら
れ
爾
来
知
事
の
認
可
を
得
た
会

則
報
酬
額
を
遵
奉
し
て
日
夜
業
務
の
研
修
に
努
め
つ
つ
社
会

大
衆
の
用
役
に
諸
官
庁
へ
の
協
力
に
活
躍
し
て
い
る
行
政
書

士
の
現
実
を
ど
う
し
て
見
逃
す
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。

今
回
の
臨
時
行
政
調
査
会
の
答
申
案
は
か
か
る
現
実
を
無

視
し
徒
に
官
公
庁
の
面
に
の
み
こ
だ
わ
り
国
民
大
衆
に
背
を

向
け
た
軽
卒
危
険
な
机
上
ブ
ラ
ン
と
申
す
外
は
な
い
。

七
、
要
路
の
大
宮
が
人
造
り
や
社
会
の
清
浄
化
を
唱
え
平
和
に
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(第16号)

し
て
明
朗
な
国
造
り
に
国
民
の
協
力
を
要
請
し
て
い
る
と
き

或
は
官
公
吏
の
汚
職
嶺
職
を
話
発
す
る
が
如
き
或
は
国
費
の

む
だ
を
招
く
が
如
き
、
ま
た
或
は
社
会
不
安
を
益
々
増
大
せ

し
あ
る
が
如
き
今
回
の
臨
時
行
政
調
査
会
の
答
申
案
に
は
、

全
国
七
千
余
の
会
員
と
と
も
に
青
が
北
海
道
行
政
書
士
会
会

員
五
百
名
の
意
志
を
代
表
し
て
薮
に
絶
対
反
対
の
意
志
を
表

明
す
る
も
の
で
あ
る
o

n
行
連
発
第
五
八
五
号

　　　　　　　　　　　　　　

昭
和
三
九
･
四
･
二
五

日
行
連
会
長

臨
時
行
政
調
査
会
会
長
佐
藤
喜
一
郎
殿

北 海 道 行 政 書 士 会 報

意

見

書

推

達

首
題
の
こ
と
今
般
北
海
道
行
政
書
士
会
よ
り
臨
時
行
政
調
査

9 6 4年 7月 i日

駿
¥
事
電
を
蕁
し十
"鷺
ま
ま
主
イモ"寒
ぞ
ぶ美
喜
"!

:
を-

ー
、
日
行
連
総
会
準
備
理
事
会
出
欠
の
件

藤
山
副
会
長

(日
行
連
常
任
理
事
)
出
席
す
る
こ
と
。

多
忙
季
で
あ
る
の
で
航
空
利
用
と
す
る
。
旅
費
に
つ
い
て

は
後
日
経
理
部
長
と
協
議
す
る
こ
と
と
決
定
。

2
、
会
費
免
除
申
請
承
認
可
否
の
件

十
勝
支
部
会
員
佐
藤
梅
吉
氏
の
会
費
免
除
申
請
を
承
認

に
決
定
。

3
、
報
告
事
項

余
市
署
長
よ
り
回
答
の
あ
っ
た
行
政
書
士
法
違
反
被
疑

事
件
捜
査
結
果
に
つ
い
て
。

ー
ー
午
後
九
時
開
会
ー
ー

〔参
照
〕
1

(余
市
署
長
よ
り
)

行
政
書
士
法
違
反
被
疑
事
件

捜
査
結
果
に
つ
い
て

(回
答
)

(39
年
5
月
=
日
余
市
警
察
署
長
)

北 海 道 行 政 書 士 会 報く第総号)

み
だ
し
の
こ
と
に
つ
い
て
昭
和
38
年
=
月
19
日
付
総
総
第
創

号
北
海
道
行
政
書
士
会
会
長
よ
り
の
通
報
に
基
づ
き
当
署
に
お

い
て余

市
郡
余
市
町
入
舟
町
82
0
0
0
0
外
ー
名
に
つ
い
て
捜
査

し
た
結
果
は
左
記
の
通
り
処
置
し
た
の
で
連
絡
し
ま
す
。

、巳

ー
、
捜
査
結
果

の

余
市
郡
余
市
町
入
舟
町
82
0
○
○
に
つ
い
て
は
昭
和
総

f

年
よ
り
本
年
2
月
ま
で
の
間
、
余
市
郡
余
市
町
栄
町
、
農

業
越
智
又
一外
“
名
よ
り
依
頼
を
受
け
報
酬
を
得
て
農
地

法
関
係
書
類
等
の
作
成
を
し
行
政
書
士
と
し
て
の
業
務
を

行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
事
が
判
明
し
た
の
で
本
年
5
月
15

日
送
致
見
込
で
あ
る
o

②

余
市
郡
余
市
町
入
舟
町
83
0
0
0
0
に
つ
い
て
は
証
拠

不
十
分
に
つ
き
立
件
し
な
い
。

-
、.‘““
“““
“
‘
“
-““““
‐
“′′

会
の
答
申
に
よ
り
行
政
書
士
登
録
及
び
試
験
等
廃
止
に
関
し
同

会
会
員
の
意
見
を
取
り
ま
と
め
た
反
対
意
見
書
が
本
部
宛
送
付

さ
れ
た
か
ら
何
卒
特
別
の
御
詮
議
を
も
っ
て
御
審
議
相
頌
し
た

く
意
見
書
を
添
え
て
進
達
い
た
し
ま
す
。

宣

言

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
所
属
全
国
四
十
六
都
道
府
県
行
政

書
士
会
会
員
七
千
余
名
は
本
日
薮
に
行
政
書
士
法
一
部
改
正
実

践
促
進
の
た
め
全
総
力
を
挙
げ
て
結
集
し
た
。

然
し
て
日
本
国
憲
法
に
よ
り
現
下
開
会
中
の
第
四
十
六
通
常

国
会
に
は
万
難
を
排
し
是
非
と
も
所
期
の
目
的
完
遂
の
た
め
断

乎
邁
進
す
る
の
決
意
を
新
た
に
し
た
。

幸
い
な
る
か
な
本
席
こ
の
よ
き
日
に
吾
々
が
生
命
力
の
す
べ

て
を
か
け
た
運
動
に
正
面
の
絶
大
な
ご
支
援
を
賜
わ
る
多
数
関

係
代
議
士
並
に
関
係
当
局
担
当
官
の
ご
臨
席
を
得
て
五戸
々
も
亦

満
腔
の
情
熱
と
決
意
を
披
歴
す
る
と
と
も
に
何
卒
御
高
覧
重
ね

て
ご
支
援
賜
わ
ら
ん
こ
と
を
祈
念
致
し
、
本
日
参
会
者
全
員
栄

光
あ
る
名
の
も
と
で
行
政
書
士
法
一
部
改
正
運
動
の
完
遂
を
決

議
す
。右

宣
言
す

昭
和
三
十
九
年
三
月
二
十
九
日

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
臨
時
(決
起
大
会
)
総
会

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
法
改
正
促
進
会
議

行
政
書
士
の
登
録
廃
止
に
関
す
る

反

対

決

議

文

先
に
池
田
政
府
機
関
の
一翼
た
る
臨
時
行
政
調
査
会
第
三
専

門
部
会
第
一
分
科
会
の
答
申
に
よ
る
許
認
可
事
務
調
整
報
告
に

よ
れ
ば
｢行
政
書
士
の
登
録
を
廃
止
し
将
来
行
政
書
士
法
を
廃

止
す
る
方
向
に
進
む
べ
き
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
お
る
。

こ
の
要
旨
に
対
し
吾
々
は
日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
臨
時

(決
起
大
会
)
総
会
に
お
い
て
真
向
か
ら
反
対
を
決
議
し
、
以

　
　
　　
　
　
　　　

　　
　　　
　
　　　
　

農
地
許
可
書
類
作
っ
た

司
法
書
士
補
助
員
逮
捕

〔余
市
〕
余
市
署
は
八
日
余
市
郡
余
市
町
司
法
書
士
補
助
員
K

を
行
政
書
士
法
違
反
の
疑
い
で
検
挙
し
た
。
K
は
同
町
某
司

ど
き
醇
;

謬転
封
幇
葺
愈
望
鍔
1脳
誇
r窄
繹
‘

る
次
第
で
あ
る
。

右
決
議
す

昭
和
三
十
九
年
三
月
二
十
九
日

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会

臨
時
(決
起
大
会
)

第
七
回
常

任
理
事

会

日

時

三
十
九
年
六
月
十
日
午
後
六
時
三
十
分

場

所

札
幌
市
北
二
･西
三

辰
裏
旅
館
二
階

出
席
者

渡
辺
、
藤
山
、
佐
藤
、
岸
川
の
正
副
会
長

有
馬
、
関
根
、
成
沢
、
横
路
の
四
理
事

法
書
士
事
務
所
に
勤
務
、
無
資
格
で
あ
り
な
が
ら
昨
年
四
月

か
ら
こ
と
し
二
月
ま
で
の
間
に
、
同
町
栄
町
一
五
八
七
農
業

越
智
又
一
ほ
か
十
七
人
か
ら
依
頼
さ
れ
た
農
地
の
許
可
書
類

を
作
成
約
七
万
円
の
報
酬
を
受
取
っ
て
い
た
も
の
。

(39
年
5
月
8
日
の
毎
日
夕
刊
所
載
)

支
部
だ
よ
り

根
室
支
部

定

時

総

会

　

総
会

一

　

　

ヒ
ノ

三
十
九
年
三
月
十
日
午
前
十
時
よ
り
支
部
会

議
室
に
於
い
て
開
催
し
た
。
全
員
出
席

議

事
ー
、
予
算
決
算

満
場
一
致
承
認

2
、
役
員
改
選

全
員
留
任
決
定

支
部
長

坂

本

副
支
部
長

鈴

木

"

野

崎

　

　
　　

“

上

野

綱
紀
委
員
“し鈴

木

福

治清

耕

平

武

雄充清

空
知
支
部

講

習

会

r

か
ね
て
の
計
画
ど
お
り
(本
部
と
も
打
合
わ

せ
済
み
)
支
部
講
習
会
を
左
記
要
領
で
開
催
す

る
こ
と
に
決
定
。

だ
"!
議
1
き耳
!
当
日
認
夕
融
け“=
H洋
司
静
コ義
雄
“譲
辯
護
~"“ゞ

　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　　
　　　
　　
　
　　
　　

葺
け
"ミ
轟
き
汚せ義
蕁
こ
そ
増む
き
望
む指
導
浅薄
雲影
熱
淘
義
幸
増
な
群
遊

三ここ
繊
麗
ゼ
ゾ
＼
な
ど
･中
州
ゴ

ー
.ぞ÷
ど
き
轟

き
ト
メノギ~
≦
‐

.総
轄
軸
教
室
壱
部総
轄
詳
報
檻ヌ鳥島
転
覆
鑑
三
な
Mar評
議
"
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乍
、
期

日

勘6

2
、
会

場

館

"̂

課

目

会
員
異
動

北 海 道 行 政 書 士 会 報

網

走

日

高
“

日

高

十

勝

小

構

、
"

室

蘭
“

室

蘭

札

幌

支

部

角

田

良

一

市

原

勇

吉

斎

藤

常

司

島

崎

邦

男

松

本

重

一

津

谷

誠

治

下

国

富
士
夫

平

井

喜
一郎

宮

崎

督

夫

氏

名

網
走
市
桂
町
六
六

静
内
郡
静
内
町
字
吉
野
町

河
東
郡
音
更
町
字
下
音
更
二
八

帯
広
市
西
四
条
南
一
四
丁
目
一
三

小
槽
市
若
竹
町
五
四

東
町
五
丁
目
十
番
二
〇
号

室
蘭
市
栄
町
四

水
車
町
一
三
丁
目

札
幌
市
南
二
条
西
八
丁
目
一

事

務

-

所

ニ九
第
一
号

一九
第
二
号

三
〇
第
者
号

三
九
第
一
号

ニ
九
第
四
号

三
八
第
二
号

ニ
八
第
四
号

ニ
九
第
六
号

ニ九
第
九
号

登

録

五
四
八

五
四
七

五
四
五

五
四
四

五
四
-

五
四
=

五
四
一

五
四
六

五
四
O

会
員
番
号

"
.6
.笈

"
･̂
h"¥
･l

“

フ
･RU
･ll

“
･5
･13

“
･4
･24

"
･5
･乾

"
.4
,21

"
･5
･18

桃
･.4
.笈

入
会
年
月
日

“ “

“ " " " “ “
新

入

備

考

◇
入

会

者

三
十
九
年
七
月
十
一
日
午
前
九
時
よ
り
午
後

三
時

深
川
市
森
元
町
八
丁
目
深
川
市
民
公
会
堂

船

農
地
法
ー
ー
午
前
九
時
よ
り
十
一時
半

回

戸
籍
法
-
ー
午
後
0
時
半
よ
り
二
時
半

空
知
支
庁
係
官
、
岩
見
沢
市
和
泉
主
事

三
十
一名
、
そ
の
他
、
記
念
撮
影
、
懇
親
会

4
、
講

師

5
、
受
講
者

◇
事
務
所
移
転

尾

角

松

一

(旧
)
深
川
市
字
本
町
九
丁
目

空̂
知
支
部
)

(新
)
札
幌
市
南
一
条
西
一
二
丁
目
(札
幌
支
部
)

駒

嶺

三

郎

鍵

.
5

,
綿
転
出
入

(旧
)
三
笠
市
多
賀
町
二
一

(新
)
三
笠
市
幸
町
一
五
(空
知
支
部
)

39
･
7
･
!
移
転

6

者

ツ
=

増

鱗

数
叶

1
2

2

5
3

　

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　　

　
　
　

　

　

　

　

月

2

M

打

7
↑

1I
1

十

一

況

ー

可

2
2

　
　
　　　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

員
闘
聯
九
毛
猟
佝
潴

0

0

　

　　
　
　　　

　
　

-

‐
-

【

　

　
　

　

　

　
　
　

　

　

　

　　

6

増
主幹

十

一

十

一

　

　

　

　

胡
自
腹

惨

十

一

十

◇

l
lr=
I

-

+

+

"
･
“

津
谷
誠
治

室̂
蘭
支
部
)
入
会
-
/

"
･
“

会
報
五
月
号

(十
五
号
)
が
印
刷
出
来
た
の
で
発
送

準
備
に
か
か
る
。

“
･
脇

島
崎
邦
男
、
斎
藤
常
司
の
両
氏
(十
勝
支
部
)
入
会

"
.
〃

故
香
島
義
雄
(室
蘭
支
部
)
殿
弔
慰
金
贈
呈

"
,
幹

道
選
出
参
議
院
議
員
宛
法
改
正
案
の
通
過
に
特
段
の

援
助
方
請
願
書
発
送
。

"
･
修

五
月
会
報
(第
十
五
号
)
発
送
。

“
･
総

平
井
喜
一郎
氏

札̂
幌
支
部
)
の
入
会
届
、
補
助
者

使
用
届
を
作
田
氏
が
ご
持
参
提
出
さ
れ
、
懸
案
の
豊

平
行
政
事
務
代
行
社
問
題
は
早
急
に
解
消
し
た
。
作

田
氏
の
労
を
感
謝
し
た
。

"
･
"

尾
角
松
一
氏
は
先
月
深
川
市
よ
り
札
幌
へ
事
務
所
を

移
転
さ
れ
た
旨
同
氏
令
嬢
口
頭
届
出
。

“
･
〃

空
知
支
部
講
習
会
講
師
(農
地
係
)
の
派
遣
方
に
つ

い
て
空
知
支
庁
長
宛
お
願
い
す
る
。
同
時
に
そ
の
書

状
写
し
を
空
知
支
部
長
へ
発
送
し
た
。

"
･
旧

大
阪
府
会
会
報
(五
号
)
ご
寄
贈
あ
り
。

"
･
“

特
別
拠
出
金
の
催
促
を
連
合
会
よ
り
。

〃
･
"

法
改
正
運
動
其
の
他
各
種
情
報
を
提
供
い
た
だ
い
た

大
海
大
阪
、
佐
野
愛
知
、
清
丸
東
京
、
種
本
兵
庫
等

の
諸
先
生
宛
謝
状
を
送
る
。

"
･
幻

小
樽
署
防
犯
係
よ
り
電
話
で
小
樽
市
の
左
記
三
名
に

つ
い
て
入
会
の
有
無
の
照
会
あ
り
。

境
一
雄
、
小
山
田
良
一
、
高
橋
正
典

右
の
三
名
に
つ
い
て
後
志
支
庁
へ
電
話
照
会
の
結
果

何
れ
も
未
登
録
者
で
あ
り
勿
論
未
入
会
者
で
あ
る
の

で
真
の
旨
文
書
回
答
す
。

"
･
夏

室
蘭
の
中
野
会
員
廃
業

"
･
第

東
京
会
報
(十
一
号
)
京
都
会
報
(四
月
号
)
岐
阜

会
報

(臨
時
号
)
の
ど
寄
贈
を
受
く
。

"
･
“

大
海
近
畿
、
佐
野
中
部
の
両
先
生
よ
り
法
務
比
案
参

院
可
決
の
旨
受
信
。

a

｢
サ
ン
ギ
イ
ソ
カ
ケ
ツ
ス

オ
オ
ミ
｣

｢
サ
ン
ギ
イ
ソ
也
マ
カ
ケ
ッ
シ
タ

サ
ノ
｣

“
･
幻

特
別
拠
出
金
本
日
ま
で
の
集
金
合
計
額
十
一万
円
連

◇
退

会

者

支

部

氏

名

事

務

所

登

録

室

蘭

香

島

、義

雄

中

野

字
之
助

1 9 6 4年 7月 1日

函

館

亀
‐
松

吉

美

勇
払
郡
鵡
川
町
字
鵡
川
三
一
四
の
五

室
蘭
市
知
利
別
町
一
丁
目
一〇
の
七

爾
志
郡
乙
部
村
字
元
町

9 6 4年 7月 l日北 海 道 行 政 書 士 会 報(第16号)

4

･
部

会
報
十
四
号
の
校
正
を
了
し
次
号
原
稿
と
と
も
に
印

刷
所
へ
廻
送
す
。

“
･
脇

山
口
事
務
員
事
務
引
継
ぎ
が
終
っ
た
の
で
本
日
退
任

"
･
即

本
朝
石
狩
支
庁
に
対
し
豊
平
行
政
事
務
代
行
社
の
違

反
容
疑
取
締
り
の
件
に
つ
き
照
会
し
た
と
こ
ろ
早
速

善
処
す
る
旨
の
回
答
あ
り
(電
話
連
絡
)

“
･
"

豊
平
代
行
社
の
作
田
肇
氏
石
狩
支
庁
へ
出
頭
後
午
後

本
会
を
訪
れ
会
長
と
懇
談
、
同
氏
の
行
為
は
行
政
書

士
法
に
つ
い
て
の
認
識
に
欠
け
る
と
こ
ろ
あ
っ
た
た

め
の
過
ち
で
あ
る
こ
と
が
分
り
入
会
を
約
し
て
帰
ら

れ
た
。

〃
･
夏

小
欖
市
の
松
本
重
一
氏
(北
海
道
労
政
事
務
代
行
協

会
担
当
者
)
来
訪
し
会
長
と
懇
談
、
同
氏
は
登
録
が

済
ん
だ
の
で
入
会
届
を
細
井
支
部
長
経
由
で
提
出
さ

れ
た
こ
と
が
分
っ
た
。

〃
.
"

下
国
富
士
夫
氏
の
入
会
届
受
理
(室
蘭
)

“
.
夏

近
畿
支
部
長
大
海
先
生
よ
り
次
の
如
く
受
信

｢法
改
正
提
案
さ
れ
る

近
畿

大
海
｣

"
･
24

小
榑
の
松
本
重
一
氏
の
入
会
届
受
理
、
昨
年
来
問
題

に
な
っ
た
北
海
道
労
政
事
務
代
行
協
会
の
法
違
反
客

･疑
事
件
は
小
樽
警
察
署
防
犯
係
の
適
切
な
ど
処
置
を

頂
い
て
無
事
落
着
し
た
の
で
同
署
長
宛
礼
状
発
送
。

“
･
“

臨
時
行
政
調
査
会
答
申
の
行
政
書
士
の
登
録
廃
止
案

に
対
す
る
反
対
意
見
書
を
本
部
宛
発
送
し
善
処
を
要

望
し
た
。

"
･
"

会
議
四
月
号

(第
十
四
号
)
と
と
も
に
第
四
回
定
時

総
会
議
事
録
写
並
び
に
法
改
正
運
動
資
金
特
別
拠
出

金
の
依
頼
状
を
全
会
員
へ
発
送
す
。

"
･
即

会
員
異
動
通
知
(入
三
、
退
二
)

5

･
ー

楠
札
幌
会
員
の
ご
夫
人
昨
夜
永
眠
さ
れ
た
旨
横
路
理

事
よ
り
連
絡
あ
り
、
同
理
事
は
会
を
代
表
し
て
慰
問

備

考

四
三
六
鍵
･5
･13

夫
第
一

四
二
七
鰐
･5
･夏

ト

業

二
九
五
細
･6
･中

廃

業

"
‐＼!

会
費
綺
入
に
り
い
て
督
促
並
び
灯
予
告
啓
二
ぜ
崩
難
じ

を
発
送
す

納̂
入
期
限
五
月
二
十
日
)

"
'
"

佐
野
促
進
会
議
長
、
大
海
近
畿
支
部
長
の
両
先
生
よ

り
次
の
連
絡
受
信
。

｢今
日
法
改
正
通
過
し
た

佐
野
｣

｢七
日
衆
議
院
可
決
す

近
畿

大
海
｣

〃
･
8

毎
日
新
聞
北
海
タ
イ
ム
ス
両
新
聞
は
本
夕
刊
紙
上
で

余
市
署
は
余
市
町
司
法
書
士
補
助
員
某
を
行
政
書
士

法
違
反
容
疑
で
検
挙
し
た
旨
報
道
。

“
･
〃

法
改
正
案
衆
院
可
決
の
通
告
と
資
金
カ
ン
パ
の
依
頼

状
を
全
会
員
へ
発
送
す
。

“
･
=

余
市
警
察
署
長
よ
り
行
政
書
士
法
違
反
被
疑
事

件
捜
査
結
果
に
つ
い
て
大
要
次
の
如
き
回
答
が
あ
っ

た
。｢北

海
道
行
政
書
士
会
長
よ
り
の
通
報
に
基
づ
き
余

市
町
小
杉
某
外
一
名
に
つ
い
て
捜
査
の
結
果
下
記
の

通
り
処
置
し
た
。

小
杉
某
は
報
酬
を
得
て
農
地
法
関
係
書
類
等
の
作
成

を
し
て
業
務
を
行
な
っ
た
事
実
が
判
明
し
た
の
で
5

月
綣
日
送
致
見
込
み
:
!
:
｣

〃
･
俊

空
知
支
部
講
習
会
開
催
に
つ
い
て
打
合
せ
の
た
め
渡

辺
会
長
外
佐
藤
、
藤
山
両
部
長
(井
上
部
長
欠
席
)

は
午
後
三
時
の
予
定
時
前
に
集
っ
た
が
今
村
支
部
長

の
来
札
が
後
れ
て
漸
く
五
時
よ
り
協
議
、
次
の
了
解

,成
立

ー

(日
)
七
月
十
一
日
十
時
よ
り
十
六
時

(予
定
)

2
(所
)
深
川
市

3
(内
容
)戸
籍
法
(午
前
)
農
地
法
(午
後
)

4
(講
師
)船
空
知
支
庁
農
地
係
、
旭
川
法
務
局
の
係

地
元
農
業
委
員
会
職
員

回
支
庁
長
宛
本
部
よ
り
講
師
派
遣
方
要
請

す
る
こ
と

5
(真
の
他
)経
費
助
成
に
つ
い
て
、
申
請
や
諸
届
用
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措登年 名氏、1′庁/
、所住

I

4
第
31
7

幹
雄
副
〃

"
ー

3
第

4
4
a
a
仏
法
3
3

4
2
4

館
"

"

"

"

“

"

"

"

"

"

“

"

礬
鰡
飜
鱗
霧
塙

鮴聯螂鰤饑竇撒蹴騎獅鰡
轡

雙
響讓
麗

檜

檜
檜

39年 4月27日道告示第1003号

　

　

　　

　

　

　　　

‘‐で
r′-
-

t-、-
‐‘℃′-、.-
‘‐‘'･I
.-【--▼ゞ
↑

-
‘-‘‘

“(‘r℃--1
I‘t‘‘r′
、.-‐.･11--

、
-

----
-“-

合
会
へ
送
金
す
。

事
会
の
決
議
に
よ
り
本
人
並
び
に
支
部
長
へ
通
知
す

〔参
照
〕

)

“
%
“

喜
多
十
勝
支
部
長
来
訪
さ
れ
て

同
管
内
登
録
者
中

"
.
"

函
館
支
部
の
委

員
よ
り
照
会
α
あ
っ
た
非
行
政
書

小
異

書
の
制
度
が

鰐

抹ス袴猪物燈壕掠翳碎踞覊堆髓街狄嬢細れ“
“
‐18
鉈数
鰯
拗
鎌衛
沁
炙潤熔室
蘭支
部
長
へ、入会
届

目
凝
はrト

と
一=。

“
‐
“

、
中
野
、
永
田
等
の
衆

米
田
等
の
参
議
諸
先
生

“
･
斜

北
一
条
ピ
ル
十
階
こ
ご

“
･
第

口

(日
高
)
入
会

報
符
舛
室
難
嚢
癆
霧
鎧
巧
娑
聾
受

今
“
“
,
3

≧
刷

鰹
J

g
知
コ
ナ
ま
でと
:
き
-杢
′

士

-

た

(資
金
カ
ン
パ
に
協
力
お
願
い
を
付
記
し
て
)

書

"
情
5

会
費
納
入
の
督
促
及
び
予
告
書
--①
七
遜
発
送
。

“
･
6

総
会
準
備
の
た
め
の
理
事
会
開
催
通
知
連
合
会
よ
り

政
い
"
･
8

会
費
長
期
滞
納
会
員
四
六
名
に
対
し
内
容
証
明
催
告

-行

書
を
発
送
す

満辷
“
…“
繃此糊鞆惟糎繃ゑ側罐褪埆颪掩幟灸撒鱒rに

海

メ

ぞ
“

-l

1
焚
遂

に
帯
ゼ
テ上

““

"北

容
疑
で
検
挙
し
た
旨
の
記
事
が
あ
っ
た
o

"
･
中

亀
松
古
美
会
員
廃
業
(函
館
)

“
･
〃

第
七
回
常
任
理
事
会

午
後
六
時
半
旅
辰
美
旅
館

こ
ミ
ナ

一

"
.
"

愛

会
会
報
(第
2
号
)
ご
寄
贈
。

○
待
望
の
法
改
正
が
実
現
し
こ

る
。
運
動
の
街
に
当
ら
れ
た

紹

介

‐

対
し
並
び
に
衆
参
議
員
の

長
は
早
速
謝
意
と
敬
意
を
こ

◇

し

い
ト

○
改
正
実
現
に
は
多
大
の
努
力

日
[徊

"
,
陥

事
務
員
の
夏
季
手
当
支
給

‘
‐自

書
扁

増

作

“
,
“

濃
汕
副
檜
浪
が
連
合
会
理
事
会
出
席
準
備
に
つ
い
て

五
月
‐
日
か
ら
新
し
い
小
包
葉
書
が
発
売
さ
れ
て
い
る
が
、

“桃

6

劣
寿
と
翁
訝

こ
の
便
利
な
も
の
が
案
外
利
用
者
が
少
な
い
と
い
う
の
で
簡
単

“
“

9

"
･
筋

藤
山
副
会
長
、
日
行
達
理
事
会
出
席
の
た
め
札
幌
発

に
紹
介
す
る
。

0
前
号

ソ
□、

で

P

で
本
号
に
載
せ
る

一義

飜騙
せ
≧
0
、

誉
鬮
箋鬮
｣縛團
團
副
詞
副
詞

国

会

蟠
増
さ
ふ
錦
十
七
辯
も

く

じ
ゞ
;


